
第１号様式                主要事業の進行状況報告書       平成 22年３月 31日 

３９ 都市整備局 木造住宅密集地域の整備促進事業 

事
業
概
要 

                                            

 山手線と環状７号線の間や中央線沿線を中心に分布する木造住宅密集地域にお

いて、老朽住宅等の建替えを促進し、道路・公園などの公共施設を整備するなど

防災・居住環境の整備を総合的に行うことによって、災害時の基礎的安全性を確

保するとともに良好な住環境の形成を目指す。 

 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

 木造賃貸住宅地区総合整備事業（昭和５８年）など各種制度を経て、平成８年

から木造住宅密集地域整備促進事業（木密事業）を開始し、地域特性等に配慮し

つつ、安心して住み続けられるまちづくりを推進している。なお、木造住宅密集

地域の整備及び不燃化を効率的に促進するため、平成１８年４月、東京都防災生

活圏促進事業と統合し、木造住宅密集地域整備事業を開始した。 

 平成１１年３月には、「住まいづくり・まちづくり協力員登録制度」を創設する

など民間の参画・人材等を活用し、事業の促進を図っている。 

現
在
の
進
行
状
況 

（平成２１年４月１日現在） 

 

・ 事業実施地区数                     ５０ 地区 

・ 事業実施面積                  約２，１００ ｈａ 

・ 老朽木造住宅の共同住宅への建替戸数        ７，０３０ 戸 

・ 道路・公園用地の取得             １９２，８０４ ㎡ 

・ コミュニティ住宅（従前居住者用）の建設        ３６０ 戸 

・ 住まいづくり・まちづくり協力員登録制度         ７１ 社 

 

今
後
の
見
通
し 

・ 地域を重点化し、優先的に整備の推進を図る地域に財源の効果的な投入を図

り、実効性のある整備を進めていく。 

・平成２２年１月に改定した「防災都市づくり推進計画」に基づき、事業を推進

していく。 

 

問い合わせ先 都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 電話 03-5320-5144 

 


